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（予算審査特別委員会審査報告） 
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（予算審査特別委員会審査報告） 
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（予算審査特別委員会審査報告） 

第１２  議案第２３号 令和２年度美瑛町水道事業会計予算について 
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午前９時３０分 開議 

 

開議挨拶 

 

○議長（佐藤晴観議員） おはようございます。早朝よりご参集をいただきまして、ありがとう

ございます。昨日の夕方、ふと、自分でつけてるマスクを触りながら、自分がつけてるのが裏

返しだということに気付き、テレビで習ってつけたはずなんですけど、そうじゃなくてこのマ

スクは逆だったんだなっていうことに気付きました。何事も一長一短ではないなというところ

に感じているところであります。昨日まで予算委員会、大変お疲れ様でした。職員の皆さんの

ご協力いただきまして開催することができました。ほぼ全課にわたり質問が出たように思って

おります。農業委員会の質問だけ無かったのかなという風に思ってるとこなんですけども、６

月の一般質問に会長に向けて何かしたいのかなっていうところで、直接会長に聞けばというと

ころなのかなという風に感じているところでございます。今日も慎重なる審査をお願い申し上

げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。 

 

開議宣告 

 

○議長（佐藤晴観議員） 本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は１３人であります。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議

規則第１２６条の規定によって、１番保田仁議員と１２番山本賢一議員を指名します。 

 

諸般の報告 

 

○議長（佐藤晴観議員） これから、諸般の報告を行います。 

事務局長。 

○事務局長（新村 猛君） 

（諸般の報告を省略する） 

（報告文の記載を省略する） 

○議長（佐藤晴観議員） これで諸般の報告を終わります。 
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日程第２ 議会運営について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２、本定例会の議会運営について、桑谷覺議会運営委員会委員

長の報告を求めます。 

（「はい」の声） 

桑谷委員長。 

（議会運営委員会委員長 桑谷 覺議員 登壇） 

○委員長（桑谷 覺議員） おはようございます。朗読をもって報告に代えさせていただきます。 

（報告書の朗読を省略する） 

よろしくお願いします。 

○議長（佐藤晴観議員） これで、議会運営についての報告を終わります。本日の議事日程は、

議会運営委員会の報告のとおりであります。 

 

行政報告 

 

○議長（佐藤晴観議員） 角和町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 

（「はい」の声） 

角和町長。 

（町長 角和 浩幸君 登壇） 

○町長（角和浩幸君） 皆さん、おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

また、昨日までの予算審査特別委員会、慎重審議を賜りまして誠にありがとうございました。

大坪委員長様をはじめ、委員の皆さまに感謝を申し上げます。 

では、行政報告を申し上げます。本日２点ございます。お手元の資料をご高覧いただきまし

たら幸いでございます。１点目、寄附の受領についてでございます。寄附者におかれましては、

(株)丸善建設代表取締役社長富塚幸一様、寄附内容につきましては、３００万円をご寄附いた

だいております。受領日３月１８日、昨日、富塚社長様、濁沼一三代表とします会長様お２人

がお見えいただきまして、受領させていただいたところでございます。新型コロナウイルスな

どのお話もさせていただき、その中でも、美瑛町のまちづくり全般に役立てていただきたいと

いうありがたいお話を頂戴したところでございます。(株)丸善建設様に心より深く感謝申し上

げますとともに、有効に活用させていただきますよう、受領をさせていただきます。誠にあり

がとうございました。 

２点目、感染性胃腸炎（ノロウイルス）の感染の発生についてでございます。内容につきま



 

－ 9 － 

しては、３月１０日に、どんぐり保育園において児童が胃腸炎症状を訴え、検査の結果、ノロ

ウイルスによる感染性胃腸炎が判明いたしました。その後、複数の児童への感染も確認された

ところでございます。状況につきましては、３月１７日現在でございますし、本日１９日現在

でも同様でございますけれども、いずれの児童も回復傾向にあるということでございます。対

応につきまして、保健所とも密接に連携をとりまして、調査も行い、給食などでの問題もなか

ったという報告も受けてございますけれども、施設全館の消毒を実施をいたし、感染の拡大防

止策を図ったところでございます。以上でございます。 

○議長（佐藤晴観議員） これで行政報告を終わります。 

 

日程第２の２ 緊急質問 

 

○議長（佐藤晴観議員） ここで、１１番青田知史議員から、新型コロナウイルスに関する美瑛

町単独の経済対策について、緊急質問の申し出があります。緊急質問について同意の上、日程

に追加し、追加日程第２の２として発言を許可することにご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、１１番青田知史議員の緊急質問に同意の上、日程に追加

し、追加日程第２の２として発言を許可することに決定されました。 

暫時休憩します。 

休憩宣告（午前 ９時３７分） 

再開宣告（午前 ９時３８分） 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

追加日程第２の２、緊急質問を行います。１１番青田知史議員の発言を許します。 

（「はい」の声） 

１１番青田議員。 

（１１番 青田 知史議員 登壇） 

○１１番（青田知史議員） 番号１１番青田知史、質問方式、回数制限方式、緊急質問通告書に

従い質問させていただきます。質問事項、新型コロナウイルスに関する美瑛町単独の経済対策

について。質問の要旨、新型コロナウイルスの町内経済への影響は、極めて深刻な状況で、白

金温泉の経営者に聞くところによると、団体客は全てキャンセルで、個人宿泊客もわずかにし

かいないとのことでした。また、町内の飲食店では多くの店で宴会や予約がキャンセルとなり、

働く人たちもすでに休みに入る等、生活の不安を訴える人もいます。 

経済の悪化により最初に影響を受けるのは、一番立場の弱い人達です。経営者の皆さんは雇

用をなんとか守るべく、必死に資金繰りや補助金の申請などを進めているとの話も伺いますが、
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いつまで続くか分からない世界規模の感染拡大に、将来の見通しが立たないと訴える経営者の

方もいます。 

今後さらに国の経済対策も打ち出されるかと推察しますが、その動向も注視しつつ、本町と

して早急に地域経済を守るため、積極的かつ迅速な経済対策を打ち出すべきだと考えますが、

町長の考えを伺います。質問の相手は町長です。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤晴観議員） １１番議員の質問の答弁を求めます。 

（「はい」の声） 

角和町長。 

（町長 角和 浩幸君 登壇） 

○町長（角和浩幸君） １１番青田議員の緊急質問にお答えをさせていただきます。質問事項、

新型コロナウイルスに関する美瑛町単独の経済対策について、ご答弁を申し上げます。新型コ

ロナウイルス感染症は世界全体に広がり、国内においても感染の拡大傾向にあり、連日、感染

者が確認される状況にあります。道内においては、２月２８日に鈴木知事から「新型コロナウ

イルス緊急事態宣言」が発表され、現在まで外出自粛が道民に求められているところです。 

町内においては、「新型コロナウイルス緊急事態宣言」以後、人や物の動きが停滞し、事業活

動を縮小又は休止しなければならない事業者が生じ、議員ご指摘のとおり町内経済への影響は、

極めて深刻な状況になっています。 

これらのことから国においては、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さま

に対して、相談窓口の開設を始めとして、資金繰り支援、設備投資・販路開拓支援、経営環境

の整備支援など、様々な支援策を打ち出しているところであり、町としても国の緊急対策事業

を踏まえ、独自の地域経済の振興策を早急に打っていく必要があると考えております。 

今議会においては、追加議案として補正予算について提出しているところであります。この

後、詳細にご説明をさせていただきますけれども、まずは中小企業者等に対する支援策として、

指定の融資制度を利用された際の利子及び信用保証料の全額助成を予定しております。今後に

おいては、公共施設の町民利用料金の免除や、外出自粛等の協力要請が終結するタイミングを

見計らい、町商工会が発行を予定しているプレミアム商品券に対する助成による町内消費喚起

などを予定しているところであり、引き続き国、北海道及び様々な関係機関と連携し、あらゆ

る面から積極的な経済対策を打ち、迅速かつ的確に地域経済の振興に取り組んでまいりたいと

考えているところです。以上でございます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） １１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） 答弁いただきました。あらゆる面から積極的な経済対策を打ち、迅

速的確に地域経済の振興に取り組むという角和町長の強い意志を決意を伺いました。町民の皆
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さんの危機感、それがきっと伝わっていることだろうという風に思っております。また、様々

な関係機関と連携して取り組むというオール美瑛でのそういう取り組みは、必ずやピンチをチ

ャンスに変えると私は確信しております。そこで、一つだけ伺います。一昨日、菅官房長官が

国の経済対策について、記者会見がありました。その中でやはり問われたのは、具体的な施策

のあり方、またその財源についてです。やはり国と連動して地方も経済対策に取り組んでいく

ということが大事になるかという風に思います。それで、現時点での町長の頭にある、具体的

な、また、具体的でなくてもその経済対策に対する思い、そしてまたその財源のあり方につい

てですね、お考えを伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） はい、青田議員ご指摘のとおりでございまして、美瑛町内の商業、経済

活動、大きな影響を被っていると認識しておりますし、強い危機感と憂慮もいたしているとこ

ろでございます。そういう中で、もちろん町としても、経済対策について率先して迅速に取り

組んでいく姿勢であることはもちろんでございますけれども、今、刻々と、国の方の動きも毎

日のニュースで出てくるように動いているところでございます。国の施策との連動、不可欠で

ございますので、国、また北海道とも連携・連動を図りながら、効果的な経済対策について、

打って出ていきたいという風に考えているところでございます。今のところ、現在、庁舎内で

各課のそれぞれの中でできる経済対策について協議を進めているところでございまして、その

内容が固まり次第、速やかに議会の皆さまにお示しをしてご審議をいただく、そういう運びに

なろうかなという風に考えております。先ほども申しましたけれども、現在のところ、プレミ

アム付き商品券の発行によりまして、町内の消費喚起、拡大を図ってまいりたいと思っており

ますし、観光面、宿泊につきましても、宿泊客を誘致する取り組み、それがプレミアム付き商

品券になるのか、また別の形になるのか、今、精査、急いでしているところでございますけれ

ども、宿泊面からの支援も講じてまいりたいと考えております。そのほか、固定費等々ござい

ますので、税制面からでも優遇措置、軽減策はとれないかというようなことも、担当課と協議

をしているところでございます。国の方でも国税の猶予策を打ち出されておりますし、また固

定資産税につきましても、国の方でも猶予等々って発言も見られているようでございます。そ

のあたりの動向にもよりますけれども、経済対策として消費喚起を打っていくということとと

もに、固定的な負担が発生しているようでありましたら、そのあたりにつきましても軽減策を

考えてまいりたいと考えております。また、これも国もですけれども、公共料金の支払い猶予

等の方針も出されております。そこも見極めながら、本町としましても、公共料金の中ででも

軽減策が図られるものがありましたら、実施していくように検討を現在進めているところでご

ざいます。その他様々、関係機関、関係団体の方々からの要望も今、受けているところでござ
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います。関係団体、関係機関の方々の率直な声を聞きながら、町内の経済の振興に役立つよう

な、そういう取り組み事業を打ってまいりたいと考えているところでございます。財源につき

ましてはそれぞれ国・道が絡みましたら、またそれぞれの財源ございますけれども、基本的な

緊急性を要するものにつきましては基金の取り崩しで対応してまいりたいとそのように考え

ているところでございます。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） これで１１番議員の質問を終わります。 

 

日程第３ 議案第１号 美瑛町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の 

 制定について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第３、議案第１号、美瑛町町長等の損害賠償責任の一部の免責に

関する条例の制定についての件を議題とします。本件について、地方自治法等の一部を改正す

る法律（平成２９年法律第５４条）附則第２条第７項の規定に基づく監査委員の意見を求めた

結果は、お手元に配付のとおりであります。これから大坪正明総務文教常任委員会委員長の報

告を求めます。 

（「はい」の声） 

大坪委員長。 

（総務文教常任委員会委員長 大坪 正明君 登壇） 

○委員長（大坪正明議員） おはようございます。朗読をもって報告に代えさせていただきます。 

（報告書の朗読を省略する） 

以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤晴観議員） これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで委員長報告に対する質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第３、議案第１号の件を採決します。本件に対する委員長の報告は可決です。

議案第１号、美瑛町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の制定についての件を、

委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 
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日程第４ 議案第５号 美瑛町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第４、議案第５号、美瑛町乳幼児等医療費の助成に関する条例の

一部改正についての件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

平間保健福祉課長。 

（保健福祉課長 平間 克哉君 登壇） 

○保健福祉課長（平間克哉君） おはようございます。議案第５号の提案理由につきまして、ご

説明を申し上げます。議案集につきましては７頁になります。条例改正要旨及び新旧対照表は

別冊資料の８頁から９頁になります。今回の条例改正につきましては、本町における子育て支

援の拡充を図るべく、乳幼児等医療費の助成対象者の範囲を拡大するため、本条例の一部を改

正するものであります。最初に議案を朗読させていただき、その後改正内容につきましてご説

明をいたします。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、別冊資料によりご説明させていただきますので、資料の８頁をお開き願います。

１の改正の要旨につきましては前段で説明いたしましたので、説明を省略させていただきます。 

２の改正の概要につきまして、ご説明申し上げます。本条例の改正につきましては、乳幼児

等医療費の助成対象者について、現行の「美瑛町の区域内に住所を有する満１５歳に達する日

（誕生日の前日）以後の３月３１日まで」から「美瑛町の区域内に住所を有する満１８歳に達

する日（誕生日の前日）以後の最初の３月３１日まで」に改める。対象期間を３年間拡大する

改正となります。 

３の施行期日につきましては、令和２年４月１日から施行としております。なお、別冊資料

９頁の新旧対照表の説明は省略させていただきます。それでは、議案集７頁下段の附則を朗読

いたします。附則、この条例は、令和２年４月１日から施行する。以上で、議案第５号の提案

理由の説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。改正条例全文について、質疑を許します。 

（「はい」の声） 

２番坂田議員。 

○２番（坂田美香議員） ２番坂田です。１８歳まで延長となることで、有効期限が変わり使用

中の方も含めて再発行となると思いますけれども、高校生が使用するに当たり、乳幼児等医療

費受給者証という名称の変更を検討されなかったのかお聞きします。 

（「はい」の声） 
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○議長（佐藤晴観議員） 平間課長。 

○保健福祉課長（平間克哉君） 今回ですね、受給者証の様式の方まではですね、変更をしてお

りません。今後ですね、必要があればですねその旨の検討をして進めたいと考えております。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ２番坂田議員。 

○２番（坂田美香議員） 他の市町村では１２歳や１５歳まででも、市町村でも、乳幼児等の部

分を子ども医療費の方に変えてるんですけれども、条例の条文が変わらなくても受給者証の名

称だけを変えることはできるんですか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 平間課長。 

○保健福祉課長（平間克哉君） 本条例につきましてはですね、もともとが乳幼児、幼児からで

すね、医療費の助成が始まったということの継続として、今現在でもですね乳幼児等医療費の

助成という形で条例として執行しておりますので、今後ですね名称変更ということでございま

すので、それが条例改正までですね、必要ということであればですね、必要な部分が出てくれ

ばですね、それについて検討していくということになるかと思います。 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩します。 

休憩宣告（午前 ９時５５分） 

再開宣告（午前 ９時５７分） 

○議長（佐藤晴観議員） 再開します。 

（「はい」の声） 

平間課長。 

○保健福祉課長（平間克哉君） 様式につきましては条例の中で規定をされているものでござい

ますので、現在この乳幼児等ということで、対象範囲については問題なくですね、カバーでき

るかという風に考えておりますので、様式の変更ということであればですね、分かりやすさと

いうことで、今後、必要性があればですね条例の様式についてもですね、改正をすることにつ

いては検討する、ということで考えております。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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これから日程第４、議案第５号の件を採決します。議案第５号、美瑛町乳幼児等医療費の助

成に関する条例の一部改正についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって，議案第５号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第５ 議案第６号 美瑛町企業振興促進条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第５、議案第６号、美瑛町企業振興促進条例の一部改正について

の件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今野経済文化振興課長。 

（経済文化振興課長 今野 聖貴君 登壇） 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） おはようございます。議案第６号の提案理由についてご説

明申し上げます。議案集は８頁から１２頁になります。新旧対照表につきましては別冊資料の

１０頁から１５頁になります。今回の条例改正につきましては、本町の地域資源を活かした積

極的な企業誘致活動を推進するとともに、近年の経営形態の変化等を踏まえ、事業者にとって

より設備投資を行いやすい環境の醸成を目的として本条例の一部を改正するものです。最初に

議案を朗読させていただき、その後、改正内容につきまして、ご説明させていただきます。そ

れでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは資料の方をご覧ください。資料の１０頁になります。資料の改正要旨によりご説明

させていただきます。それとですね、新旧対照表につきましては１１頁から１５頁までになり

ますのでご参照願います。改正要旨につきましては先ほどご説明したとおりです。 

２の改正の概要になります。主に２点ほどになります。まず１点目ですけれども、固定資産

税と都市計画税相当額における３年間の助成を５年間の不均一課税とする点についてでありま

す。もう１点、２点目についてですけども、措置の対象要件の緩和についてが主な改正点にな

ります。以上で議案第６号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。改正条例全文について、質疑を許します。 

（「はい」の声） 

１０番野村議員。 

○１０番（野村祐司議員） よろしくお願いいたします。美瑛町の産業振興をするんだ、あるい

は誘致をするんだという点では、この条例の改正については非常に歓迎をさせていただきます。
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そこでお伺いしたいこと、２点ほどございまして、まず１点目は、第３条でございますが、３

条の１項でございます。（１）でございますけど、固定資産税等の不均一課税というとこが一

つのポイントになると思うんですが、この辺、不均一課税はもう少し分かりやすく、どのよう

なことを指すのか、ご説明いただければと思います。 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩します。 

休憩宣告（午前１０時０３分） 

再開宣告（午前１０時０４分） 

○議長（佐藤晴観議員） 再開します。 

○１０番（野村祐司議員） それから、１０頁になりますけど、これから減免措置が伸びたとい

うことは、この辺も歓迎をいたします。この１０頁のいわゆるその３年度までは１００分の

０で分かるんですが、４年目からは１００分の２５、１００分の５０と変わっていくんですが、

この辺は町の財政も非常に影響するところでありますから、場面によっては５年間減免するっ

ていうところもあるんですが、この辺をポイントの置き方、なぜ１００分の２５なのか、なぜ

５０なのか、大胆な企業誘致策ができないのかというところで、ご質問をいたします。よろし

くお願いします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 冨田税務課長。 

○税務課長（冨田敏博君） まずあの、１点目の不均一課税の内容と言いますか、について説明

したいと思います。よく税用語で出てくるんですけれども、課税免除とか不均一課税、それか

ら減免、この三つがよく出てくるんですが、非常にも分かりにくいっていう言葉も、実際耳に

しております。そこで不均一課税という言葉なんですけども、こちらは通常の税率と違う値を

乗じて賦課すると、課税するという意味でございます。それから、ついでなんですけども、課

税免除という言葉につきましては、こちら免除して税額を０にするという意味でございます。

それから減免という言葉なんですけども、こちらにつきましては、一度課税して賦課して、そ

れから申請によって、税額を０にしますよとか、減免するという意味でございます。以上が不

均一課税、その他課税免除とか減免とか、そういったところの違いということでご理解いただ

ければと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今野経済文化振興課長。 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） ２点目のこの税率ですね、今までですね、実は３年間で１

年目が今までは助成金を１回払ってもらって、逆に企業に払った分助成をするよということで、

制度でした。それで、１年目が全額払った分全額、２年目が７５％、３年目が５０％という助

成額ということでした。今回近郊等々いろいろ確認してですね、３年間は一度払ってもらうの
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はちょっと、企業にとっては払ってもらうよりも、そこで税を不均一課税として、０にした方

がより良い条件になるということで、３年は０ということで考えまして、４年目５年目ここを

０が良いのか何が良いのかちょっとまだその辺は今後また、利用のしやすいようにということ

になってくるかと思いますが、この辺につきましても、今回は４年目は２５％の課税で３年目

は半分の税ということで、底部分も広げて、さらに大分広げていった、枠を広げていった状況

になりますので、その辺が今後どのように、より利用しやすい制度になるのか、その辺も含め

てですね、まだこれでスタートさせていただいて、今後について検討していきたいという風に

は考えております。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第５、議案第６号の件を採決します。議案第６号、美瑛町企業振興促進条例の

一部改正についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第６号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第 ６  議案第１７号 令和２年度美瑛町一般会計予算について 

日程第 ７  議案第１８号 令和２年度美瑛町老人保健施設事業特別会計予算について 

日程第 ８  議案第１９号 令和２年度美瑛町農業研修施設事業特別会計予算について 

日程第 ９  議案第２０号 令和２年度美瑛町水力発電事業特別会計予算について 

日程第１０ 議案第２１号 令和２年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算について 

日程第１１ 議案第２２号 令和２年度美瑛町公共下水道事業特別会計予算について 

日程第１２ 議案第２３号 令和２年度美瑛町水道事業会計予算について 

日程第１３ 議案第２４号 令和２年度美瑛町立病院事業会計予算について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第６、議案第１７号、令和２年度美瑛町一般会計予算についての

件、日程第７、議案第１８号、令和２年度美瑛町老人保健施設事業特別会計予算についての件、

日程第８、議案第１９号、令和２年度美瑛町農業研修施設事業特別会計予算についての件、日

程第９、議案第２０号、令和２年度美瑛町水力発電事業特別会計予算についての件、日程第
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１０、議案第２１号、令和２年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算についての件、日程第１１、

議案第２２号、令和２年度美瑛町公共下水道事業特別会計予算についての件、日程第１２、議

案第２３号、令和２年度美瑛町水道事業会計予算についての件及び日程第１３、議案第２４号、

令和２年度美瑛町立病院事業会計予算についての件を一括議題とします。議案第１７号から議

案第２４号までについて、大坪正明令和２年度美瑛町議会予算審査特別委員会委員長の報告を

求めます。 

（「はい」の声） 

大坪委員長。 

（予算審査特別委員会委員長 大坪 正明議員 登壇） 

○委員長（大坪正明議員） 朗読をもって報告に代えさせていただきます。 

（報告書の朗読を省略する） 

以上で報告といたします。 

○議長（佐藤晴観議員） これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

おはかりします。議案第１７号から議案第２４号までの質疑は一括行いたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって質疑は一括行うことに決定しました。 

それでは質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

おはかりします。議案第１７号から議案第２４号までの討論は一括行いたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって討論は一括行うことに決定しました。 

それでは討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第６、議案第１７号の件を採決します。本件に対する委員長の報告は可決です。

議案第１７号、令和２年度美瑛町一般会計予算についての件を、委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって議案第１７号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 
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次に日程第７、議案第１８号の件を採決します。本決に対する委員長の報告は可決です。議

案第１８号、令和２年度美瑛町老人保健施設事業特別会計予算についての件を、委員長の報告

のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって議案第１８号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に日程第８、議案第１９号の件を採決します。本件に対する委員長の報告は可決です。議

案第１９号、令和２年度美瑛町農業研修施設事業特別会計予算についての件を、委員長の報告

のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって議案第１９号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に日程第９、議案第２０号の件を採決します。本件に対する委員長の報告は可決です。議

案第２０号、令和２年度美瑛町水力発電事業特別会計予算についての件を、委員長の報告のと

おりか決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって議案第２０号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に日程第１０、議案第２１号の件を採決します。本件に対する委員長の報告は可決です。

議案第２１号、令和２年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算についての件を、委員長の報告の

とおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって議案第２１号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に日程第１１、議案第２２号の件を採決します。本件に対する委員長の報告は可決です。

議案第２２号、令和２年度美瑛町公共下水道事業特別会計予算についての件を、委員長の報告

のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって議案第２２号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に日程第１２、議案第２３号の件を採決します。本件に対する委員長の報告は可決です。

議案第２３号、令和２年度美瑛町水道事業会計予算についての件を、委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって議案第２３号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、日程第１３、議案第２４号の件を採決します。本件に対する委員長の報告は可決です。

議案第２４号、令和２年度美瑛町立病院事業会計予算についての件を委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 
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（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって議案第２４号の件は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第１４ 議案第２９号 令和元年度美瑛町一般会計補正予算（第８号）について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１４、議案第２９号、令和元年度美瑛町一般会計補正予算（第

８号）についての件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉総務課長。 

（総務課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○総務課長（小杉昌敏君） おはようございます。議案第２９号の提案理由につきまして、ご説

明を申し上げます。議案集につきましては、追加議案書の９１頁から９７頁になります。今回

の補正予算の主なものは、歳出では、強い農業づくり交付金事業の割当内示による追加、新型

コロナウイルス感染症拡大による町内経済への影響に対する緊急経営支援対策特別融資貸付

金に係る信用保証料の助成の追加、丘のまちびえいまちづくり基金への積立金の追加などです。

歳入では、強い農業づくり交付金など、農業費補助金の追加、一般寄附による寄附金の追加、

財源調整による地方交付税の追加等でございます。最初に議案条文を朗読し、その後、補正内

容を説明させていただきます。それでは議案集の追加議案集９１頁をお開き願います。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明を申し上げます。はじめに歳出から

ご説明をいたします。議案集の９６頁をお開き願います。歳出、第２款総務費、第１項総務管

理費、第１２目諸費、補正額２４万円の追加です。子ども・子育て支援交付金の超過交付に伴

う過年度歳入過誤納還付金の追加でございます。 

第６款農林水産業費、第１項農業費、第２目農業振興費、補正額１億１，４０６万円の追加

です。環境保全型農業直接支払交付金の単価変更に伴う追加及び強い農業づくり交付金の担い

手確保・経営強化支援事業の割当内示があったことに伴う追加でございます。 

第７款商工費、第１項商工費、第２目商工業振興費、補正額１３０万円の追加です。新型コ

ロナウイルス感染症の拡大による町内経済への影響に対する緊急経営支援対策特別融資貸付金

として影響を受けた町内の中小企業等に対しまして、無利子で貸し付けする融資貸付金の借入

時に係る信用保証料の全額を支援するものでございます。第１２款諸支出金、第１項普通財産

取得費、第８目丘のまちびえいまちづくり基金費、補正額１，０００万円の追加です。一般寄

附でいただきました１，０００万円を丘のまちびえいまちづくり基金に積み立てるものでござ

います。 
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次に、事項別明細書の歳入についてご説明をいたします。議案集の９４頁になります。歳入、

第９款地方交付税、第１項地方交付税、補正額１５７万６，０００円の追加です。財源調整に

よる特別交付税の追加でございます。 

第１４款道支出金、第２項道補助金、第４目農林水産業費補助金、補正額１億１，４０２万

４，０００円の追加です。環境保全型農業直接支払交付金の単価変更に伴う追加及び強い農業

づくり交付金の担い手確保・経営強化支援事業の割当内示に伴う追加でございます。 

第１６款寄附金、第１項寄附金、補正額１，０００万円の追加です。一般寄附金１，０００

万円を追加するものでございます。 

次に、議案集の９３頁をお開き願います。第２表、繰越明許費補正でございます。強い農業

づくり交付金事業の国の割当内示に係る繰越明許費の追加でございます。款、項、事業名、金

額の順に読み上げてまいります。（追加）第６款農林水産業費、第１項農業費、事業名、強い農

業づくり交付金事業、金額、１億１，３９１万５，０００円、合計１億１，３９１万

５，０００円。次に、その下の第３表、債務負担行為補正になります。新型コロナウイルス感

染症の拡大による町内経済への影響に対する緊急経営支援対策特別融資貸付金の利子補給に係

る追加でございます。事項、期間、限度額の順に読み上げてまいります。（追加）事項、令和元

年度緊急経営支援対策特別融資貸付金により中小企業が金融機関から借入れする貸付金の利子

補給、期間、令和２年度から令和９年度、限度額、利子補給３６０万円です。なお、９２頁

の第１表、歳入歳出予算補正についての説明は省略をさせていただきます。以上で、議案第

２９号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。はじめに、総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで総括質疑を終わります。 

次に、質疑を行います。追加議案集の９６頁及び９７頁。はじめに、歳入歳出補正予算事項

別明細書の歳出、第２款総務費及び第６款農林水産業費について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、第７款商工費及び第１２款諸支出金について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、追加議案集の９４頁及び９５頁。歳入全款について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、追加議案集の９１頁から９３頁まで。令和元年度美瑛町一般会計補正予算（第８号）
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の条文並びに第１表、歳入歳出予算補正、第２表、繰越明許費補正及び第３表、債務負担行為

補正について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

これで討論を終わります。 

これから日程第１４、議案第２９号の件を採決します。議案第２９号、令和元年度美瑛町一

般会計補正予算（第８号）についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２９号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５ 議案第２６号 指定管理者の指定について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１５号、議案第２６号、指定管理者の指定についての件を議題

とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今野経済文化振興課長。 

（経済文化振興課長 今野 聖貴君 登壇） 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） それでは議案第２６号、指定管理者の指定についての提案

理由についてご説明申し上げます。議案集につきましては９０頁になります。美瑛町白金観光

拠点施設の指定管理者の指定につきましては、引き続き、一般財団法人丘のまちびえい活性化

協会に指定したいので議会の議決を求めるものです。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で議案第２６号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 
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（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１５号、議案第２６号の件を採決します。議案第２６号、指定管理者の指定

についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２６号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１６ 議案第２７号 指定管理者の指定について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１６、議案第２７号、指定管理者の指定についての件を議題と

いたします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今野経済文化振興課長。 

（経済文化振興課長 今野 聖貴君 登壇） 

○経済文化振興課長（今野聖貴君） 議案第２７号、指定管理者の指定についての提案理由につ

いて、ご説明申し上げます。議案集は同じく９０頁になります。美瑛町ビルケの森パークゴル

フ場の指定管理者の指定につきましては、引き続き、美瑛施設管理協同組合に指定したいので

議会の議決を求めるものです。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で議案第２７号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１６、議案第２７号の件を採決します。議案第２７号、指定管理者の指定に

ついての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２７号の件は原案のとおり可決されました。 
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日程第１７ 議案第２８号 指定管理者の指定について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１７、議案第２８号、指定管理者の指定についての件を議題と

します。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

栗原文化スポーツ推進室長。 

（文化スポーツ推進室長 栗原 行可君 登壇） 

○文化スポーツ推進室長（栗原行可君） おはようございます。議案第２８号、指定管理者の指

定についての提案理由のご説明を申し上げます。議案集は同じく９０頁になります。この度の

指定管理の指定は、これまで町直営で運営している美瑛町町民プールにおいて、施設本来の設

置目的に加え、利用者ニーズに対応した効果的で効率的かつ安心・安全で安定した運営を図る

ため、現在、自社プールの運営のほか、道内５つの公営プールの指定管理としての実績があり、

専門的なノウハウを持つ株式会社スコーレを指定管理となる団体として指定いたしたく、地方

自治法の規定により議会の議決をお願いするものでございます。なお、指定の期間につきまし

ては、新たな指定管理の施設となることから、令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで

の２カ年を指定の期間としております。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で議案第２８号の提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほど、お願いいたし

ます。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１７、議案第２８号の件を採決します。議案第２８号、指定管理者の指定に

ついての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２８号の件は原案のとおり可決されました。 
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日程第１８ 議案第２５号 町道路線の変更について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１８、議案第２５号、町道路線の変更についての件を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

山下建設水道課長。 

（水道建設課長 山下 浩史君 登壇） 

○建設水道課長（山下浩史君） それでは、議案第２５号の提案理由について、ご説明申し上げ

ます。議案集につきましては８９頁になります。また、町道路線の変更カ所につきましては別

冊資料の３０頁になりますのでご参照願います。今回の町道路線の変更につきましては、旧工

場跡地により行き止まりでありました、花園１丁目１番線の区域につきまして、当該箇所の宅

地化が進み、地域並びに土地所有者双方からの申し出があり、道道天人峡美瑛線と接合するこ

とで、地域住民の方々の利便性が向上し公共性も高まることから、道路法に基づき、終点の変

更について議会の議決をお願いするものです。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

なお、別冊資料の説明につきましては省略をさせていただきます。以上で、議案第２５号の

提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１８、議案第２５号の件を採決します。議案第２５号、町道路線の変更につ

いての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２５号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１９ 発議第１号 美瑛町議会委員会条例の一部改正について 
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○議長（佐藤晴観議員） 日程第１９、発議第１号、美瑛町議会委員会条例の一部改正について

の件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

８番桑谷覺議員。 

（８番 桑谷 覺議員 登壇） 

○８番（桑谷 覺議員） 発議第１号について提案を申し上げます。 

（議案の朗読を省略する） 

よろしくお願いします。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１９、発議第１号の件を採決します。発議第１号、美瑛町議会委員会条例の

一部改正についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、発議第１号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２０ 発議第２号 「民族共生の未来を切り開く」決議について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２０、発議第２号、「民族共生の未来を切り開く」決議につい

ての件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

５番大坪正明議員。 

（５番 大坪 正明議員 登壇） 

○５番（大坪正明議員） 発議第２号について提案を申し上げます。 

（議案の朗読を省略する） 

以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２０、発議第２号の件を採決します。発議第２号、「民族共生の未来を切り開

く」決議についての件を、決議することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、発議第２号の件は決議することに決定されました。 

 

日程第２１ 意見書案第１号 「地域医療構想」における公立・公的医療機関の 

       再編統合に関する意見書について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２１、意見書案第１号、「地域医療構想」における公立・公的

医療機関の再編統合に関する意見書についての件を議題とします。本件について趣旨説明を求

めます。 

（「はい」の声） 

１１番青田知史議員。 

（１１番 青田 知史議員 登壇） 

○１１番（青田知史議員） 意見書案第１号、「地域医療構想」における公立・公的医療機関の

再編統合に関する意見書について、ご説明いたします。 

（意見書案の朗読を省略する） 

以上でございます。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２１、意見書案第１号の件を採決します。意見書案第１号、「地域医療構想」
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における公立・公的医療機関の再編統合に関する意見書についての件を、決議することに賛成

の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、意見書案第１号の件は決議することに決定し、決議書を

関係機関に送付することにいたします。 

 

日程第２２ 意見書案第２号 令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）の撤回と幌延 

           深地層研究センターの廃止を求める意見書について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２２、意見書案第２号、令和２年度以降の幌延深地層研究計画

（案）の撤回と幌延深地層研究センターの廃止を求める意見書についての件を議題とします。

本件について趣旨説明を求めます。 

（「はい」の声） 

１番保田仁議員。 

（１番 保田 仁議員 登壇） 

○１番（保田 仁議員） 朗読をもって提案をいたします。 

（意見書案の朗読を省略する） 

以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２２、意見書案第２号の件を採決します。意見書案第２号、令和２年度以降

の幌延深地層研究計画（案）の撤回と幌延深地層研究センターの廃止を求める意見書について

の件を、決議することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、意見書案第２号の件は決議することに決定し、決議書を

関係機関に送付することにいたします。 
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日程第２３ 所管事務調査の申し出について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２３、所管事務調査の申し出についての件を議題とします。本

件について、総務文教常任委員会委員長大坪正明議員、産業経済常任委員会委員長野村祐司議

員、議会運営委員会委員長桑谷覺議員から所管事務調査を行うため、閉会中の継続調査の承認

を求める申し出が別紙のとおりありました。 

おはかりします。本件については、各委員長からの申し出のとおり承認したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、本件は各委員長の申し出のとおり承認することに決定し

ました。なお、派遣地、調査事項等に変更が生じた場合には、議長において承認したいと思い

ますので了承願います。 

 

閉会宣告 

 

○議長（佐藤晴観議員） これをもって、本定例会に付議された案件の審議は全て終了しました。

会議を閉じます。令和２年第１回美瑛町議会定例会を閉会します。 

 

閉会挨拶 

 

○議長（佐藤晴観議員） はい、それでは、定例会ありがとうございました。今年度で定年退職

を迎えられます方がお一方、この場にいらっしゃいますので、是非ともご挨拶をいただけたら

と思いますので、森保健センター所長、お願いします。 

○保健センター所長（森 法子君） 最後に、このような場面をいただきありがとうございます。

３３年間の職業生活を振り返った時に、災害という視点から考えた時に、昭和の十勝岳噴火の

時にちょうど採用の頃でした。そして、平成で２８年の大雨豪雨災害は、その時の避難所対応、

そして、今回の令和の新型コロナウイルス感染症というようなことが挙げられます。 

今回のこの新型コロナウイルス感染症については、見えないものっていうことと、それから、

本来は感染された方が、被害者であるはずなんですけれども、ちょっと他の災害とは違う扱い

になってるかなというところが、ちょっと懸念、私としてはやっぱり気になるところです。 

今この後、北海道の方のステージも変わりまして、この後もやっぱり感染対策が必要なんで

すけども、市中感染というところで、誰からうつったのか分からないっていうことと、それか
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ら多くの人が徐々にうつりながら免疫をつけていくというようなステージに入ったのかなと。

それと合わせて、爆発的に医療が崩壊しないように爆発的な感染が起きないようにするという

ことと合わせて、今、社会経済活動も同時に行っていくという難しい局面なのかなと思います

が、その中で、私の立ち位置からいくと８割の方は、医療がいらない感染であると、そこには

やっぱり、高齢であるということのリスクはみんな避けようがないんですけれども、その基礎

疾患っていうところではリスク管理ができると思いますので、ここのところは、この後も私も

町民として、それから一保健師として老体にむち打ちながらも、お役に立ちたいと思いますの

で、どうかあの今後、ご指導のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

町議会議員の皆さま、それから町民の皆さまのまだこの後の健康をご祈念して、最後にご挨

拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。 

（拍手） 

○議長（佐藤晴観議員） ありがとうございました。そしてもうお一方ですね、町立病院の岩崎

総師長さんもですね、退職されるということで、お二方には本当に心から感謝を申し上げると

いうところでございます。お疲れさまでした。 

定例会、無事に終了しました。今、森さんからのお話もあったように、これからまだまだ気

をつけなきゃいけない部分っていうのは、本当にこのコロナというのはあるのかなと思います

けど、先ほどの緊急質問にもあったようにですね、町内の経済、本当に大変だというようなこ

とを肌身で感じます。何て言うんでしょう、例えばこう議会議員全員で揃って、打ち上げでも

しましょうかとか、そういうことはなるべくしない方が良いのかなとは思うんですけども、個

人的にですね行くっていうこと、個人の責任で行くっていう、出歩いて、出歩くとは違うんで

しょうけど、その出向いてって食事をするとか、家族で食事をするとか、その小さなコミュニ

ティでの動きというのを徐々にやっていっても良いのかなと。ただ十分に、今、森さんが言わ

れたように気をつけながらやらなきゃいけないなとは思うんですけど、僕は今後誘われれば、

極力行ける所には行こうかなという風に思っているところであります。それでも、あくまでも

自己責任ということになってしまうんですけども、そういう活動、小さな活動をしていかない

ことには、何も対策にならないのかなと。ただその国がやることを黙って待っていても、我々

も町のことは町民で何か盛り上げていけたらなという風に思っているところでございます。 

予算も通過し、令和２年度は明るい話題が多くなることを心からご期待、ご祈念を申し上げ、

ご挨拶とさせていただきます。３月定例会お疲れさまでした。 

午前１０時５６分 閉会 
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